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国共内戦期嚢魯穂区の大衆動員における政治等級区分と民俗

丸田孝志

はじめに

筆者は中国共産党(中共)根拠地の民俗利用政策の特徴を論じた旧稿にお

いて、土地改革を通じて権力を握った貧雇農が旧社会の秩序の中で、の貧雇農

と地主の文化的役割を転倒させた儀礼を行い、地位の逆転を確認したことな

どを指摘し、中共が依拠した民俗が、統治階層のイデオロギーと峻別される

千年主国思想などではなく、階層秩序と平等主義の現念を共に強調する儒教

イデ、オロギー=礼教の民俗であったことを主張した1。

小論は旧稿に関連して、国共内戦期の土地改革において使用された政治等

級区分と大衆動員との関係を検討する。中共が政治運動において使用した草

命の基本勢力・同盟者・敵を示す様々な区分は、階級的範晴を基本としなが

らも、党員、各種模範、農会員、「開明紳士」、「悪覇」、「漢好」など、個々の

政治的態度・選択とそれに基づく社会的な地位・資格などを包括している。

政治的態度の評価が付着したこれらの区分は、多分に暖味さと恋意性を手ん

でおり、小論では、このような区分を包括的に政治等級区分とし、う語で表現

する。

この問題に関連して、黄金麟氏はソビエト革命期を対象に、階級概念の導

入や政治動員技術を駆使した権力の社会への浸透と社会の統制について論じ

ているが、社会の特性に即した統治の手法の問題には十分な関心が向けられ

ていなし泊。李里峰氏は、華北農村の社会実態と恭離した中共の階級区分が、

土地改革を機に社会統制の強力な手段となり、既存の社会関係を階級関係に

読み替えて新たな政治等級秩序を構築していく情況を指摘する3。このような

等級秩序は固定的なものとして把握されるが、浜口允子氏は、ソビエト革命

期・土地改革期の地主・富農の階級区分が、左傾的偏向の経験を経て、農村

q
J
 

q
J
 



社会の現実に対応して変更可能なものとして構想され、建国初期の階級区分

論に継承されたことを指摘している4。伝統的血j縁関係の土地改革への影響を

分析した川井伸一氏は、世代を遡って地主・富農を探し、親類縁者を闘争対

象に巻き込む闘争方式の背景に、農民の「世襲される社会的地位」の概念が

あることを指摘し、このような意識の階級概念への投影のあり方に、建国後

の世襲化された階級区分の萌芽をみる5。以上のように、中共の土地改草に関

する多くの研究は、階級区分を中心に分析を行っているが、田中恭子氏は、

「漢好I、「悪覇I、党員・大衆組織成員などの政治等級区分の役割についても

精綾な議論を行っているえしかし、等級区分と伝統社会の秩序形成との関係

について、意識的な分析は行っていない。

一般に建国後の社会は身分固定的に捉えられるが、金野純氏は、権力の恋

意的な操作によって政治的区分に流動d性が与えられていたため、大衆は自己

の政治的立場を安定させるために積極的な政治参加を行い、大衆運動の急進

化が導かれたと指摘する7。張楽天氏は、地主・富農などが農村において身分

固定的に扱われた一方で、、政治運動の度に新たな階級敵の概念が生み出され

たことを指摘している8。建国後の社会を固定的に捉える論者にあっても、幾

許かの上昇の可能性や没落の危険性が、人々を忠誠心の競走へと駆り立てる

という論理自体は肯定するところであるえそして、このような運動と統制の

あり方を生み出す前提として、中共が革命運動と戦争による激しい流動性の

中で、党員・幹部の抜擢と淘汰を繰り返して人々の忠誠心を獲得してきたこ

とを想起する必要がある10。小論は、抗日戦争以来、諸勢力の争奪の対象と

なった極めて不安定な根拠地で、ある翼魯議区(晋翼魯議辺区の東南部分)を

対象とし、転変する政治・軍事情勢と社会の流動性に対応した政治等級区分

と大衆動員の特徴を考察する。時期的には、 1947年[以下，西暦の上二桁119J

を略J3月以降の土地改革の急進化から 48年の整党運動の展開までを中心と

し、権威の序列化と社会秩序の構築に関わる中国伝統社会の手法との関係に

も注意を払いつつ、分析を行うこととする110

1 .可変的政治等級区分と権威の序列

(1)可変的政治等級区分と標識
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糞魯諌区では、 46年には既に中農の利益侵犯も引き起こす激しい土地改革

が展開してし、たが、内戦の本格化後も、国民党に対抗して国内諸勢力を糾合

しようとする中共の戦略方針において、地主は同盟可能な対象として位置付

けられていた。 11月の中共中央会議で毛沢東は、土地改輩においても抗日戦

争期と同様に地主を団結できると発言しており 12、翌年 2月にも、地主には

政治的態度に応じて「開明紳士」の区分を与え、その生命財産と政治的権利

を保障する方針が示されていた130

葉魯諌区党委は、国民党軍の進攻により根拠地の半分が遊撃区となった情

況下の 46年 11月、遊撃区において地主の「変天思想J[統治者の交替を予

測ないし期待し、権力との距離を図ろうとする思考と行動]と家庭観念に依

拠して、これを積極的に味方に獲得する方針を指示し14、『葉魯環日報」社論

は地主を含む広範な「反米反蒋統一戦線Iの建設を主張していた

(JL46.11.23)。遊撃区の農村では、地主と農民が相互保証・不侵犯の盟約

を結び、国共双方の統治に対応しようとしており、農村の権力関係も流動的

であった150 47年初めには「人民日報』紙上で、土地改革後に地主の生活を

保障し、民衆と団結させて防衛と生産にあたる翼南区の村の例が紹介され

(RR47.1.14，1.19)、太行区の農村階級区分の基準では、分家や没落による

地主の階級区分変更について言及されていた (RR47.1.24)。総じて土地改革

推進の一方で、地主に対して一定の柔軟性を持つ方針が維持されていた。

47年 3月の延安陥落後の軍事情勢の緊迫を契機として、地主を反蒋統一戦

線の中に位置づける議論は見られなくなり、地主への「妥協的なI対応が批

判されるようになった。葉魯諌区党委は、「地主封建勢力」を徹底消滅するた

めの土地改革を再提起し、これに連動した参軍運動が展開する16。これ以後

の大衆動員において、標識を村民の身体や家に付けて、政治等級区分を可視

化する手法が採用されるようになった。

観城では参軍動員に際し、各村で農民登記が行われ、「毛主席に従う者」

に「反蒋証J[彩色布製の標識]を発給し、胸に着けさせた。民衆の評議によ

って闘争対象は「蒋派」とされた (JL47.5.1)。機県 7区では、村民を腕章

の色によって「積極的な翻身農民J(赤) [翻身とは階級的抑圧からの解放の

意]、「地主と完全に闘争をしていない農民J(桃)、「変天思想、を持つ両面派」
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(黄)、「敵の手先J(灰)、「統治者J(白)に分類し、出征兵士等の家庭につ

いても、胸章と表札の色によって、共産党軍系兵士の家族・遺族(赤)、政府

人員の家族(桃)、国民党側兵士の家族(白)を識別した。これらは民衆の評

議で決定し、胸章は直系家族全員に使用が義務付けられ、村は標識を使用し

ない者を拘留できた (JL47.5.6)。標識は、村単位の軍事管制にも利用され、

地主らは移動や外部との連絡を極端に制限され、厳しい監視下に置かれた。

これらは厳格な身分規定のようにも見えるが、政治的態度の変化に応じて

区分の変更が許容されていた。撲県 7区の腕章は、「落後者を前進させ、確

信者をより積極的にさせ、悪人に活動させなし、」ことを目的とし、民衆の検

証を経て態度のよい者は変更可能とされていた。岡県では、地主も進歩すれ

ば農会員・農民に昇級可能であった (JL47.5.6，6.4)。太行区に跨る湯陰では、

標識は土地改革での功績・妨害に応じて授与・剥奪された。岡県では、 I{鬼備

軍」、「特務」が「農会に潜入して」、日本・国民党・中共のいずれの統治にも

対応していたとされ、農会員の階級・出身と親族関係が審査された。農会員

には赤の標識(紅条)、地主を庇った者には灰色の標識を着けさせ、地主と決

別し立功すれば紅条を与えると呼びかけ、大きな効果を得た。岡県7区では、

実力闘争や訴苦[階級的抑圧の苦しみを被害者が訴え、階級的自覚を獲得し

ていく政治動員の手法]に功績のあった者に、その場で「武状元」、「文状元」

の紅条を与えた。奨励と懲罰を直裁的に示す標識が人々を闘争へ駆り立て、

20余日の闘争で大量の模範が生み出され、 5万3千余名の農民が農会に参加

した (TH47.8.21)17。

各自の政治的立場が可視化された情況下、負の標識は安全保障を奪われる

ことを意味し、 Eの標識は権力による安全保障と果実の分配への参与資格を

意味した。それ故、標識変更の可能性をもって人々の忠誠を獲得する方法も

効果を発揮した。観城では蒋派にされたある者は泣き脆いて、「毛主席に従う

者」になることを求めた。恐れて家を出ない者もおり、「毛主席に従う者の候

補」も、叩頭して「正式」になることを求めた (JL47.5.1)。撲県では、両

面派の標識を着けさせられた「ゴロツキ」が労働奉仕に積極的になり、国民

党側兵土の家族は兵土との関係断絶を声明した (JL47.5.26)。両面派などの

分類は、人々に傍観すら許さない権力の意志を示している180
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この種の可変的な等級分類は、明確な標識は伴わないものの、以下の例で

も確認できる。観城県馬溝では土地改革後、農民自身による民衆登記で、村

民を「進歩農民」、「落後農民」、「地主・悪覇・悪人」に分類した。これらも、

政治的態度により変更可能であり、登記後、各々が決意を表明して進歩を誓

った (JL47.5.6)。郵城では民衆の討議により土地改革での「罪悪」に応じ

て地主を 4級に分類し、2年から 7年の管制期間を設け、労働奉仕をさせた。

3ヶ月後の会議で昇級・降級され、 4級以上は銃殺されることになっていた。

活県葛口村では、「落後分子Iを「地主組J、「偽属組」、「頑固組Iなどに組織

して労役の任務を与えたが、態度のよい者は農会、婦会に吸収することとし

た (JL47.5.16)。

地主の区分変更が許容された背景には、一部の中心区では以前の土地改革

で地主が打倒されて久しく実態を失っていたか、闘争の拡大により、地主の

いない村で相対的に富裕な者が地主とされた可能性も考えられる。また、国

共両勢力の狭間におかれた不安定な農村の権力関係と、不利な情勢下で参軍

動員を推進する中共の意図を反映して、「地主」とされた富裕者に対する柔軟

な対応が、事実上継続していたことも示唆している。政治・軍事情勢の転変

が「変天思想」を助長する情況下、人々の政治的態度は根拠地の死活問題に

結びついていたが、不安定な情勢と複雑な社会関係を反映して、中共の想定

する階級区分は、必ずしも人々の政治的姿勢に直接対応するものではなかっ

た。階級区分に政治態度を付着させた等級区分は、このような現実に対応し

て生み出されていた。中共は敵・味方の問で動揺する多数の人々に対し、「帯

罪立功J[罪を功績によって帳消しにする意]の道を示して獲得工作を行って

いたが、このような「多数を獲得するJ功利的な闘争方針は、特に新収復区

や遊撃区で目前の勝利を得るためにも重要で、あったと考えられる。また、 4

月から 5月にかけて展開した参軍動員は、更なる土地改革の推進によって貧

困者層の政治的経済的地位を高めて自発的な参軍を導くことを方針としてい

たが、既に 46年中に動員は空前の規模に達しており(後述)、更なる兵土の

動員と内戦の遂行のためには、階級異分子とされた人々をも「帯罪立功」に

よって調達する必要が生じていた。 5月に可変的等級区分の報道が集中して

いることは、このような事情を示している。
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(2)政治等級区分と権威の序列

このような政治等級区分の可変性は、流動性のある社会の実態にも対応し

ており、誓約者の徳行・過失を記録し、集会によって顕彰・処分を行う手法

は、明清以来の郷約の形式を踏襲している。また、政治的態度を基準として

行われる評定は、規範に対する人々の内面からの服従を建前とする儒教的な

秩序の理念に合致しており、これらから伝統社会の秩序構築の手法と規範意

識の継承が確認できょう 190

中共の階級区分論は農村社会を身分固定的に理解し、地主層による土地集

中を過大評価するなどの点で実態と事離していたが、可変性を許容する政治

等級は、社会の流動性に対応して「発家致富J、「昇官発財」を望む農民の伝

統的意識にも合致していた。

土地改革で抜擢された各種模範の顕彰は、科挙及第の儀礼に倣って行われ

た。茄県の翻身群英大会では、牌楼と「英雄梼」が設けられた会場に4千余

人の英雄が招かれた (JL47.4.27)。博平の土地改草総括大会では、 5千人の

功臣が表彰され、鼓楼に模範の名前が掲げられた。翌日には、英雄らが「英

雄台」で功績と意識の高さを比べあった (JL47.9.2)。撲6区の大会では3

千余人の貧農を、「赤貧」を筆頭に状元、樗元、探花の三等級に分類しており

(JL47.8.30)、転倒した政治等級は依然として伝統文化の観念に依拠してい

た。模範の極端な例として、「帯罪立功Iの形式による「立功自報運動Iが上

げられる。これは、土地改革の行き詰まりを打開するために、地主の財産を

預かった民衆に罪を告白させる運動であったが、告白者は最初から模範とし

て顕彰された。大会で、は民衆が先を争って罪を告白し、多くの「立功模範I

が生まれた。博平や陽穀 1区では「立功模範Jに献酒、献花、扇額の贈呈が

行われ、功臣楊に名前が刻まれた (JL47.8.7，8.25，9.29)20。この他、政治等

級区分に応じて身体に付された標識は、明清朝の官位等級を示す補服や、職

名を身体に付した雑務人員・兵卒の制服などと発想、を共有していることが指

摘できる。

可変的な等級区分は、闘争の急速な拡大と敵対者の鎮圧・管制に威力を発

揮した。しかし、過剰な人口に対する絶対的な土地不足の下で、全民衆に果

実を分配しようとする土地改革の高い目標は、必然的に闘争の拡大を招くこ
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ととなった21。特に 47年6月以降、中共は華北において戦略的進攻の準備を

開始し、軍事情勢の好転を受けて、闘争は更に急進化していった。度重なる

闘争は、没落した地主や上昇した貧農も含む広範な闘争対象を必要とし、地

主・富農・特務などのレッテル貼りが横行した。商工業的富も敵視され、社

会の混乱は加速した。47年6月には、区政権による基層指導体制を解体して、

農会が村級の政権と民衆を統一指導する構想、が検討されるに至り 22、以後、

貧雇農団への権力委譲を行う地区も現れ、基層幹部の地位も不安定さを増し

ていった。そして、情勢が不安定で他の選択の余地が残されているが故に、

大量の逃亡が発生することとなった230

一方 47年後半以降、根拠地では、地主・富農・中農の子供をも闘争の対

象として教育の機会を奪い、地主・富農出身の幹部・教師を罷免し、教育水

準の低い貧雇農を教師にするなど、文化大革命期の出身血統主義を想起させ

るような情況が生じた240 地主・富農の子供には「落後条」がつけられ、労

役が課されて、体罰や監禁も行われた (JL48.8.1O)06月には、地主の農民・

農会員への昇級を許容する撲県の方針が『翼魯環日報』紙上で批判され

(JL47.6.4)、地主・富農出身幹部の家庭についても、土地改革において一

般地主・富農と同様の扱いをするとの行署指示が出された (JL47.6.26)。地

主・富農にとって、幹部・工作人員の家族とし、う区分は有効でなくなり、等

級区分はより出身血統主義的なものへと移行しつつあるようにもみえる。

しかし、一見強固な身分秩序にみえるこの情況も、流動性の許容された伝

統社会の特徴を備えている。伝統中国においては、身分固定がなくとも権威

の序列を札制の下に厳格に視覚化する特徴が維持されており、むしろ社会一

般に没落の危険や上昇の機会が存在するからこそ、自身の地位や実力が顕著

に誇示される。また、家族・宗族の縁故によって没落を回避し、上昇を果た

そうとする志向が強くなるため、その意味で出身血統が重視される。それ故、

土地改革における出身血統主義的情況は、身分固定のない社会における権威

の序列化という意味においては、伝統社会の心性の文脈の中に位置づけるこ

とができる25。この時期には、三代前にまで、遡って地主・富農が探し出され

たが、これが容易であるのも均分相続を基礎として社会に流動性が存在する

からであり、家系の継承が階級的地位の継承として民衆にも受入れられてい
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た260 そして、政治等級区分は固定化したわけで、はなく、地主・富農・特務

などの闘争対象は恋意的に拡大され、幹部の地位は不安定化する一方で、積

極分子・幹部・党員は大量に生み出されており、社会は未だ激しい流動性の

中にあった。

2.盟誓による秩序形成と大参党運動

47年 3月以降、葉魯諜区では一区数千人、一村数十人規模の積極分子を訓

練・使用して闘争を指導させる方針の下、立功運動が展開し27、区・県単位

で数千人規模の英雄・功臣が抜擢されていた。中心区では、一区の人口は約

2万人、一村の人口は約 400人であったので、およそ人口の一割程度を積極

分子に登用しようとしていたこととなるお。同時に、党員を全区総人口の3%、

現状の 6倍増の約 40万人にまで拡大する目標を掲げた大参党運動(擁党運

動などとも称す)によって、大衆に入党の機会が大きく聞かれた。中共は、

この時期、会門[民間信仰結社]の宣誓方式(盟誓)を利用して党・大衆組

織を拡大していった。

翼魯諜省境地帯は、かつて会門勢力が隆盛を極めた地域で、あった。会門は、

北京政府時期、「軍閥」混戦の無政府状態に対応して、在地有力者層が主導す

る郷村防衛組織として生まれ、流民層を吸収して広域に展開する武装岸田哉と

なった。国民革命期には、この地域の 30余県で 200万人を超える各種会円

の入会者があったともされ、中共は、この時期に会門の組織形態を利用して

闘争を展開する経験を得ていた29。抗日戦争以降、改めて活性化した各種会

門勢力に対して中共は獲得・改造工作を進めていたが、一般に遊撃区では中

共と会門は相互依存的であり、基層で、は両者の混同や癒着が著しかった300

このような背景の下、中共は根拠地を堅持して土地改革を貫徹する保証を、

社会一般になじみの深い方法によって提示したので、あった3¥

新収復区の波県 2区では、「変天」を恐れる民衆に土地改革を実行させる

ため、まず区幹部会議で区幹部を教育し、地主 150余人を拘束した上で4千

人の農民大会を開催した。大会が合法であり、八路軍は撤退しないことなど

が説明され、区幹部の訴苦によって民衆の感情が高まると、各村の民衆、農

民代表らは脆いて、「もし団結せず、従わず、途中で梯子を外したり橋を懸け
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たりすれば、銃弾の下に死ぬであろう。」などと盟誓した。最終日に区長自ら

鶏を殺し、全区幹部が脆き「もし地区を堅持しなければ、銃砲の下に死ぬで

あろう。」と盟誓し、血を畷って盟約とすると、民衆は「非常に感動して」次々

と台に登り、自らの計画を宣言した。この後の闘争により、人口の 7割に当

たる 3，541戸が大衆組織に参加し、181人が幹部に抜擢された(RR47.6.22)。

前年の国民党軍進攻時に幹部が逃亡した高陵では、各区計7万人の農民大

会で幹部と民衆が生死をともにして戦うことを宣誓し、草を線香に見立て北

に向い叩頭した (JL47ふ20)。濃県4区の幹部貧農積極分子大会では、幹部

の再逃亡を恐れる民衆を前に、区長が鶏を殺して血を畷り線香を上げ、「如何

なる情況下でも 4区を離れれば皆の処分を受けるJと脆いて天に宣誓し、幹

部、民衆もこれに続いた (JL47.8.12)。定陶県再掴区では、各民衆団体の成

立に際して民衆が集団で宣誓し、地主も線香を上げて宣誓した (JL47.7.14)。

封印の貧雇農大会では、裏切りは家族全員の死をもたらすことを天に宣誓し

た (JL47.9.12)。

大参党運動においては、宣誓の対象は毛沢東へと転換された。清豊5区の

農民大会では、闘争で得られた土地・家屋などは、「貧民の命の恩人、毛主席

と共産党がくれたもので、あ」るなどとの討論が行われると、人々は自宅の神

像を毛沢東像に換え、翌日の大会で 700余人が入党した (JL47.5.8)。滑県3

区では土地改革の完了後、盟誓が行われ、各村に毛沢東像が迎え入れられて、

民衆は先を争って入党を申請した。銅擁太鼓が響く中、旗を立て花を持った

隊列に担がれた毛沢東像は、村々で三回の礼砲とスローガンで迎えられ、民

衆は像に立礼、叩頭した。人口の約4割が入党を申請した村もあり、申請者

は3日間で全区 1万3千人に達した (JL47.6.20， 7.1)。

撲県では各区数千人規模の農民大会において、「中国人には共産党と毛主

席があるだけで、他に生きた神仙はいなし、」とのスローガンが提起される中、

6日間で全県人口の約 4%に当たる 5，020人の農民が入党した CJL47.5.8)。

更に、「翻身節」とされたメーデーに全県で神像が打倒され、毛沢東像が八仙

卓で担がれて迎え入れられた。キ央歌隊等を従えて村を一周した毛沢東像は、

村の倶楽部[集会所]に安置された。像を前に、「毛主席に従わなければ、雷

に五回打たれるであろう。村の旦那方に銃殺されるであろう。」と盟誓する者
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もいた。倶楽部の毛沢東像の上には、赤い飾り房と国旗が掲げられ、農民は

入室すると、まず像に三立礼し、村幹部らは重要事項を像の前で討論した

(JL47.5.16)。

盟誓は、前線支援の動員なども含めて中共根拠地で広く使用されており 32、

地主に盟誓させる場合はもちろん、幹部や民衆の盟誓も互いの猪疑心を晴ら

して、団結させることを目的としていた。規範の唱導者を中心に参加者の自

発的盟約の形をとりながら、暴力的な制裁を提示して規範からの逸脱を抑止

する盟約の手法は、上述の村単位の管制と同様に、伝統社会の郷約の形態を

継承している。本来、会円の盟誓も郷約の形式を踏襲したものであり、盟誓

は広い社会的基盤を持っていた33。それ故、国民党や地主側もこの手法を利

用しており (RR47.2.24，12.4)、上述のように遊撃区の村では、地主・農民

が相互保障・不可侵の盟約により、国共双方の統治に対応しようとしていた。

長垣7区では、国民党軍の進駐時に土地改革の成果を破壊した地主らが、中

共軍が進駐すると民衆と「相互安全保障条約」を結ぼうとした。官橋営のあ

る地主は街頭で黄表紙[祈祷文を書いて神前で焼く黄色の紙1を燃やし、「中

央軍が来たら私はあなたの安全を保障し、八路軍が来たらあなたが私の安全

を保障する。抗日聯合会が来てうちの村のことを尋ねれば、皆平和で、問題が

ないと言おう。」と唱え、民衆も「地主の虐待と威嚇の下、やむを得ず宣誓し

たJ(RR47.6.29)。盟誓に表現される規範の流動的な情況は、転変する政治・

軍事情勢と人々の「変天思想、Iを反映していた。

会円が村の自衛組織を基礎に流民を巻き込んで広域に広がったのに対し、

中共は区級に西日置された幹部を中心に、上から盟約を形成していった。区級

大会の動員規模は、報道の誇張があるとしても、各県区人口の 1割から 2割

程度を包括し、高陵では全県人口の半数に上っている。これらは積極分子と

いうよりも、不安と猪疑心lこ満ちた一般民衆であったと考えられる。不特定

多数の人々を前に神に宣誓を行うため、会門の集会や決起と同様に、節日や

廟など民俗的な時間と場所が利用された可能性もある。神像の代替として毛

沢東像を安置した倶楽部は、政治会議や参軍動員での教需の場とされたこと

からも、各村の廟であった可能性が高い34。清豊9区では、旧閏 2月1日の
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盟誓の後に共産党擁護運動が展開しており (JL47.4.9)、各地で「翻身節」

とされた旧閏2月2日35の利用が確認できる。

盟誓では訴苦を織り交ぜた集団儀礼による精神的高揚の下、安全保障を求

める人々の願望が利用された。滑県3区では入党申請者が登録用の机の前に

押し寄せ、息子を白分の代わりに入党させようとする老人、拒否されると天

に宣誓してでも入党しようとする者、出身が悪くて幹部に笑われる者もいた

(JL47.6.20，7.1)。濃県 6区某村の婦会主任は、ゴ、ロツキの夫が敵に投降し

たため入党できず、夫との関係断絶を宣言して入党が許された (JL47.5.8)。

清西では、入党条件を満たせなかった若い夫婦が一日泣き明かしたという

(JL47.4.22)。秩序の混乱時に、本来的に弱し、村の組織性を代替して、人々

に安全保障を提供する会門の機能は、中共へ継承されていた。厳格な審査を

欠いた大衆動員による集団入党の方法は内戦期にも繰り返され、民衆にとっ

て会門と中共の区別も暖昧なままであった。

大参党運動では、女性も重要な党員拡大の対象で、あった。斉高 3区翻身検

査会では、入党要求者 1931人中、 749人が女性で (JL47.5.28)、滑県路砦で

は500人の入党要求者の内、女性が 300人を占め、全村青壮女性の 113に達

していた (JL47.6.20)。南楽5区の婦女翻身大会では、訴苦を通じて 1，800

人が参党登録を行い、 110人の入党が許可された (JL47.7.13)0 44年初め

には全区千人程度であった女性党員36は急速に拡大し、48年末には全党員 17

万余人中4万人弱に達していた370 43年以降、全党員数には顕著な増加が見

られないため、女性党員の大多数は内戦期の入党者であると考えられる。急

速な女性党員の拡大は、女性解放運動による精神的高揚を背景としているが、

上述のように、革命や解放の理念は伝統文化の心性の文脈において提示され

ていた。清西の大参党運動では、積極分子となった農民が、家族会議で「毛

主席の恩に報いる」決意表明をすると、妻は「毛主席は活きた神仙で、毎月

1日と 15日に香を焚き叩頭すれば、私らを守って下さる。」と応じていた (JL

47.4.22)。自身と家族の生活の安寧を民間信仰の文脈において願う女性らの

行動は、土地改革の急進化と戦時動員への不安・不満を背景に、翌年には迷

信の流行を引き起こすこととなる。
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3 会門の復活と迷信の流行

47年6月末以降、晋翼魯龍野戦軍主力の黄河以南への進攻開始を受けて、

根拠地では徴兵・徴糧・労役の負担が引き続き増大する一方で、土地改革の

急進化により闘争対象は拡大し、逮捕・殺人が横行して社会不安は高まって

いった。更に 48年 2月からは整党運動(後述)によって村支部が機能を停

止し、疫病の流行も加わって、工作は長期的に中断した。このような情況下、

各地では民衆の迷信活動が盛んになり、会円の活動も改めて活性化していっ

たお。中共自身が会門の手法に倣って組織を拡大したこともあり、会門的結

合は安全保障の重要な方法として民衆に認知され続けたものと考えられる。

当時の人口約 1，300万人の葉魯議区では、既に 46年 10月までの 3カ月間

で、民夫動員数延べ60万人、参軍動員数 10万2千人に達する空前の動員が

実施され39、47年中も更に総計8万7千人の正規軍動員が行われた40。内戦

開始から 48年8月までの全区51県の戦時勤務の負担総数は、負担の少ない

地区の統計を除いて延べ 7，263，986人に上り、 25回の主要戦役だけでも壮丁

1人平均90.1回の負担に上ったという 41。しかも、これらの動員は、比較的

堅固な黄河北部の根拠地に集中していた。 48年 2月中旬から 3月末の第 8

分区の戦時勤務では全分区総人口の 13%が動員されており、その一方で、被

災区では緊急の救済が必要な被災民が 30万人に上っていたとされる

(JL48.4.2)。

戦時動員に対する民衆の不満が会円拡大の原因となっていたことを、中共

も認識しており、 8月、区党委書記の潜復生は区党委幹部会議において、「戦

時勤務の負担が重く、黄河北に大軍が終始駐在していることで、後方の民衆

は燃料の柴すらない。この問題に注意しなければ、民衆は会門を持田哉し、武

装で我々を批判するであろう。Jと指摘していた42。軍区司令部は、会門が発

展している地区は軍隊がよく出動して規律が悪く、区村幹部の強制命令が見

られるところであると指摘し、「共産党を消滅させ、八路軍を遮れば、兵隊、

担架隊、慰問隊にならずにすむ。」というスローガンが用いられたことを明ら

かにしている430

6月の区党委の調査によれば、当時の葉魯7象区内の会門は約 30種で、多く

は秘密組織であり、活動は数村の範囲を出なかったが、第4分区の他、中心
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区の第8分区にも多く出現していた。土地改革に不満を持つ地主らが組織し

たり、国民党と関係を持つものもあり、中共への敵対的傾向が強かったとさ

れる。会門は、「毛沢東は死んだ」、「劉伯承が投降した」、「第三次世界大戦が

勃発する」などのデ、マも飛ばし戦争の不安を高める一方で、会門参加者は難

を免れることを宣伝していた。内黄県賓公集の一貫道は、「中共は控滑子[椅

子の上に人を立たせ、椅子を紐などで引っ張って椅子ご、と人を転ばせる拷問]

と人殺し、国民党は民衆のものを奪う。ともに天下をとれない。一貫道の兵

が派遣されれば、国共両党の兵は戦わずして退くJと称し、土地改革と内戦

で疲弊した人々の支持を得ょうとしていた4¥

一方、 6月下旬までで糞魯諜区9個分区中の 6個分区27県 100余村にお

いて、「神水I、「神火I、「神土J、「古廟・古塚」が霊験を示すとし、う流言が起

こり、治病などの祈願に民衆が集まっていた。尚和の皇姑塚、南楽の倉韻廟

には、毎日 500人から千人の参拝客が百里周囲から集まり、その多くは出征

した息子・夫の無事な帰還を祈願したり、担架隊の息子の安全を祈願する女

性で、あった。皇姑塚の「焼香事件」は、機陽の後天道首領の画策によるもの

ともされ、土地改革で闘争にかけられた富農が、春節前後に道徒300人を集

めて暴動を準備し、 4月には 3千人が「殺人には命をもって償わせ、借財は

返済させる」などのスローガンを叫んだという450

中共は土地改革を通じて、毛沢東を最高位の神として受容させようとして

いたが、現世利益的で多神教的な民間信仰の中で、毛沢東像は主に個別家庭

を司祭する神として受容されたため、左傾政策期の社会不安には対応できな

かった46。糞魯7象区では、 47年の土地改革でようやく毛沢東像が農村に導入

される段階にあり、個別家庭の神としても定着しておらず、民衆は現世利益

的で多神教的な民間信仰を背景に、会円や流言が提供する様々な霊験に不安

の解決を求めていた。

区村幹部・工作人員は、「神水」を汲む民衆を特務としたり、神像・墓士

を破壊するなど、迷信行為を強圧的に取締まったため、民衆の激しい不満を

引き起こし、流言は更に多くなった。事態を鎮静化するため、中共は厄神・

会門・地主などの手口や画策を大会などで暴く一方で、無料診療、薬局の回

復、被災民救済などの措置をとった。神が「効かなし、」ことを暴くことは、
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現世利益を基礎とする民間信仰の文脈にも即していた。土地改革の停止、党

組織の回復、強制的互助組織の解散、商工業の保護など、政策転換による社

会・経済の安定により迷信活動は減少していったが、尚和の皇姑塚、南楽の

倉韻廟の活動は8月時点で更に発展していたとされ、出征や徴用に対する不

安は政策転換によっても解消されるもので、はなかった470

4 整党運動と政策転換

(1)整党運動と「平均主義」

47年 9月、中共の全国土地会議は、土地改革の徹底を目指す「中国土地法

大綱J(i土地法大綱J)を採択し、その実施のため、基層組織に及ぶ整党運動

の展開を決定した。その一方で、、中共中央は 11月から土地改革の急進化の

問題について検討を開始していた。晋葉7魯諜辺区では、「土地法大綱Iの方針

と整党運動が実施に移される 48年 1月前後より、中央の左傾是正に関する

諸指示が、徹底均分の目標を取り下げないまま段階的に伝達され48、相矛盾

する方針が錯綜しながら提示されることとなった。

糞魯龍区では48年1月、県・回以上の幹部に対する整党運動が開始され49、

一切の権力を農会が掌握する準備が進められる中 (TH48.1.23)、2月 1日、

晋糞魯議中央局の指示により、村支部に対する整党運動が開始された。同指

示は、土地改革の進展した地区での更なる均分運動を禁止し、階級区分を厳

密化して貧雇農への極端な追従を戒めるなど、左傾是正の様々な論点を提示

しながらも、一部の幹部・党員が地主・富農を庇護して徹底的に闘争せず、

兵士・幹部を出している地主・富農家庭や多くの幹部が土地財産を多く所有

しているとして、その調整を主張していた。この目的を達成するため、非党

員の貧雇農と中農を党支部大会に参加させて支部を公開し、党員の思想、行

動などを検査して、民衆の意見で「悪い幹部・党員」を処罰することが指示

された50。左傾是正を指向する一方で、大衆動員によって整党を行う形で、

運動への大衆参加を促す方針は維持されていた。

工作組の指導下、貧雇農団が村幹部・党支部の権力を剥奪して展開した整

党運動においては、党員・幹部の汚職、犯罪、強制命令、中農の利益侵犯な

どが批判され、民衆に貼られた特務のレッテルも剥がされた51。その一方で、
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幹部・党員に対する私的報復も引き起こされ、工作組も基層幹部を排斥・敵

視する姿勢で臨んだため、支部の活動は停止し、党員は不安・不満を抱き、

工作を放棄する者、逃亡する者も現れた CJL48.5.1，5.7，9.25)。

3月末から 5月にかけて中共中央の整党の方針は、支部の「組織的不純」

の整頓から、作風の批判・改善へと転換し、左傾是正が本格化すると、『翼魯

環日報」でも 5月初めには、整党における「左傾官険主義」的傾向が批判さ

れるようになる。ここでは党の方針転換には触れられず、様々な問題は工作

組の偏向として批判された。この転換により、党員の絶対多数は貧雇農であ

り、村支部には指導や教育の不足などによる問題があるものの、大きな誤り

はなく、民衆への強迫命令は短期の重い任務によるもので上級の誤りである

ことが確認された CJL48.5.7)。

しかし、整党はその後も大衆組織の優位の下、進行した。武安9区の整党

の経験を紹介した、 4月末の晋葉魯橡中央局の太行区党委宛て指示は、貧農

団成立時に支部党員の約 113を岡田に吸収し、農会成立時に更に約 113を同

会に吸収する形で、支部を「良い党員」と「悪い党員」に分裂させながら、

批判・自己批判を展開させた同区の経験を、旧解放区の整党の模範的事例と

して奨励していた。同指示は『翼魯環日報』、「人民日報』にも掲載されてお

り CJL48.5.1O，RR48.5.3)、貧雇農団を中核とする大衆が党支部を整頓する

形で、指導と同盟の関係が転倒した整党が奨励されていたのである。

5月 15日の葉魯諜区行署布告によって、村単位での地主に対する特殊管制

(腕章・標識使用の強制、外出許可申請など)は廃止され、逮捕・拘留・処

罰の権限は県以上の公安機関に回収されることとなった CJL48.5.19)。政策

転換に伴い、帰還した地主・富農らの一部は土地・財産の奪回と報復を行う

ようになり、区村幹部や工作組がこれを放置、助長する事態も発生した。こ

のため、政策転換は「地主を興す」ことだとする誤解も生まれた520 このよ

うな偏向は、中農への補償、地主・富農の生活保障、地権確定工作の中での

「市色対平均主義」としても現れた。土地改革での農民の過激な土地要求の行

動は、富裕者から財産を奪い均分する「平均主義」の思想、と捉えられ、中共

の左傾是正の方針確定後は、それ自体は「反動的で、立ち遅れた退歩的な」
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思想、とされた (TH48.5.1O)。しかし、 I平均主義」は 46年秋から I土地法大

綱」実施に至るまで中共の一貫した政策方針で、あった530

「土地法大綱」は、地主や国民党側人員の家族を含む全郷村民に同等の土

地・財産を与える形で徹底均分を提起しており、「漢好、売国奴、内戦犯罪人」

の家族で、あっても、犯罪歴がなく、耕作を望めば同じ措置を取ることが示さ

れていた (TH47.12.31)0 48年 1月の晋翼魯諜辺区農会審備会「告農民書」

も、問題や功績の有無に関わらない徹底均分を指示していた (TH48.1.23)。

このため、政策転換後に「土地法大綱Jが実施に移されると、中心区の幹部

らは、土地改革で平均より多く土地を獲得した貧雇農の土地を削り、地主・

富農・中農に与えて均分を実現しようとした。村の総耕地面積を人口で除し

た平均値によって機械的な調整を行い、結婚・出産・死亡による世帯人口の

変化の度に調整を行う村もあった54。このような徹底均分は、農民の自発的

な要求によるものではなく、遅れて到達した上J級の政策を、区村幹部が忠実

に遂行しようとして生まれたもので、あった (JL48.1O.6，11.25)。

(2)党組織の強化と社会への浸透

一連の政策転変とそれに伴う様々な混乱は、中共権力の散漫さと脆弱さを

示すようにみえるが、統制の効かない偏向を伴いながらも、上級の政策は中

心区や重点村を中心lこ、その都度村レベルにおいて遂行され、左右に揺れ動

く政策方針に社会は極端に反応していた。幹部・党員は上級の指示を根拠に

権力を行使し、上級の批判によって権力を剥奪された。党支部を民衆の批判

に晒し、支部を批判した工作組をも批判し、運動の度に新たな積極分子を権

力に吸収することで、民衆とともに党に忠実な組織を鍛え上げようとする干

渉が繰り返された。党員・幹部となった貧雇農らは、党組織以外に権力の源

泉を形成することは難しく、その意味では政権による統制力は高まった。し

かし、これらの人々は教育水準が低く、実務経験にも乏しいため、任務遂行

において様々な偏向を避けられず、ノルマや批判の圧力を受けて、しばしば

極端な行動に走った。社会の亀裂に浸透した党権力は、不安定で強烈な干渉

を繰り返すようになったので、ある。
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左傾是正の本格化以後、機関紙による政府・幹部の監督も行われるように

なった。華北各地の機関紙は民衆の投書欄を設けて、幹部の腐敗・不正を暴

露させ、当地の関係部門に問題を調査報告させた (JL48.9.8)0 ~糞魯環日報』

紙上では、離婚を巡る紛争に関して幹部の不法行為を訴えた投書に、県の司

法科が反論すると、編集者はこれを自ら調査せず責任を回避する官僚主義的

態度として厳しく批判した (JL48.7.18，8.11)。糞魯諌行暑は、投書による民

衆の批判が、政府・幹部を監督し、官僚主義をEす有力な武器であるとして、

新聞に掲載された批判や疑義には、厳粛な態度をもって人民に服務する精神

により、速やかに検査するよう指示した (JL48.9.8)。

党員は48年末までに 17万余人に達し、抗日戦争期より倍増した人口比に

おいて中共は三倍の厚みをもっ組織になっていた。急速に拡大した党系E織は、

整党による大規模な処分・除籍を通じて、その強化が図られ、この間、党員

が数千人規模で増減する県もあった。整党運動には、全区党員数の約 15%に

当たる総計 26， 198 人の党員幹部が参加したカ~55、この内、村幹部は 2 万人に

及ぶと推測される560

また、 48年6月の区党委指示により、年末にかけて非党員を含む村幹部・

党員訓練班が和織され、各地で平均半月の教育訓練が行われた。その規模は

一部の統計不備を除いて、 33，848人に上る (JL49.2.5)。この数は全区人口

の0.3%にも満たないが、 2万人前後の全区農村幹部57に加えて、 1万数千人

の一般党員が参加した計算となり、全区農村党員約 15万人58中の 3割前後が

訓練を受けたこととなる。基層組織は次第に質を高め、権力は確実に社会へ

の浸透度を高めていた。

5 政治等級区分の再編成と出身・成分規定

(1)階級区分の再定義と政治等級区分の再編成

左傾是正においては、階級区分の再定義が重要な論点となり 59、階級区分

の厳密化を通じて、恋意性を苧む政治等級区分の整理が進められた。 47年

11月、任弼時は毛沢東に対して根拠地で階級分析に通用する丈件の頒布を建

議し、階級区分に関する 33年の二つの文件、 r;i;様分析農村階級」、「関於土

地闘争中ー些問題的決定」が探し出された60。両丈件は、搾取と労働の割合・
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時間を基本とした農村諸階級の区分方法を示したもので、、 11月末に各中央

局・分局に伝達され、各地の議論に付された。 12月 31日の中共中央工委指

示は、政治的態度や思想などを階級区分に持ち込む手法や、本人の現状を無

視して時間や世代を遡って地主・富農を指定する手法などを批判し、階級区

分の基準は生産手段の占有の有無とそれに関わる生産関係のみであると指摘

して、 33年の二つの文件に基づく階級分析を求めていた。同指示は、また両

文件についての修正・補足意見の提出を改めて要求していた610

48年 1月 12日の西北人民解放軍前線委員会拡大会議での任弼時報告「土

地改革中的幾個問題Iは、「階級成分を画定する基準」は「人々の生産資料に

対する関係Iのみであるとして、 33年の二丈件をもとに地主・富農の経済的

定義を明示し、階級区分が経済情況の変化によって変動することを主張した。

また、旧解放区において既に連続5年間農業労働に従事し、もはや他人を搾

取していない地主及び、既に連続3年間搾取をしていない富農は、その成分

を改めるべきであること、中共軍に入隊した地主・富農など搾取者とその家

庭出身の知識人については、革命教育を受け、戦闘の試練を経て勇敢に闘い、

土地改輩を妨害しないなどの条件に合う場合、搾取者本人は入隊後 2年で、

知識人は 1年で草命軍人へ成分を変更できるなどの基準を示した。国民党打

倒や土地改輩の実施と矛盾しない形での開明紳士との協調も改めて提起され、

ここで示された地主・富農の成分変更の原則は、 1月 18日の中共中央の決議

草案においても確認された (TH48.3.24)620 

羅平漢氏によれば、毛沢東は任弼時報告を非常に重視し、新華社を通じて

各地新聞等に即時掲載するよう求めたとされるカ，63、新華社電は実際には 3

月 22日に発せられ、同報告が晋糞魯諌辺区各地の新聞に掲載されたのは 3

月下旬で、あった64。左傾是正は漸次的に進んで、おり、この間、 2月 15日起草

の中共中央「閲於土地改革中各社会階級的画分及其待遇的規定(草案)J (1草

案J)が、各中央局・分局級の討論に付されていた650 草案」は、都市の諸

階級を含む包括的な階級区分の文件であり、搾取・労働の性格及びその時間・

割合等に応じた階級規定と成分変更の基準を詳細に示していた。これらの細

かな年限規定からも、当時の社会の流動性の高さがうかがえる。

なお「草案」では、旧政権の職員・軍人は、「職員および革命職員」、「軍人
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および草命職員」の項目の中で言及され、 I最も悪い者は必ず処罰し、脅され

て従った者の罪は問わず、立功者は奨励する」としづ対応が示された。この

ように、職員・軍人は階級区分の中に位置づけられているが、ここには給与

生活者としての経済的区分のみではなく、革命政権・軍ないし旧政権・軍へ

の参加としづ政治的区分がその待遇に影響を与える構造が一貫している。こ

の他、「反革命分子」、「悪覇」などは、階級区分の規定としてではなく犯罪者

の枠組みで言及され、「反革命j の武装組織の一般人員、「反革命I細哉に雇

用・徴用された人々などを一律に「反革命分子Jとしてはならないことも示

された。旧政権の職員・軍人に一律に与えられていた「健働政権職員I、I{鬼

備軍軍人Iという枠組みや、「反革命分子J、「特務Iのような闘争を拡大する

レッテルとして使用された暖昧な区分は整理され、改めて多数を獲得する方

針が提示されていた。

5月、中共中央は、任弼時報告に基づく革命軍人の成分認定の原則を規定

として各地に伝達した。同規定は、労働者・貧農・雇農出身幹部の抜擢を軽

視しではならないとしながらも、思想行動上の態度をみずに、「労働者農民出

身者は全てよく、地主・富農出身者は全て悪い」と考える「唯成分論」を正

面から批判している。また、「草案」の規定に照らして、このような成分変更

が非軍事機関にも適応できることが確認された66。革命軍人への成分変更に

付随して、搾取者とその家庭出身の知識人が中共へ入党する制度的道筋も示

された67。同月、 33年の二文件が、任弼時報舎による補足・修正などを経て

再公布され68、任弼時報告と二文件は土地改革の最終段階における階級区分

の基準としての地位を確定した。一方、中央局・分局級で討論された「草案」

は公開・下達されなかったというが69、『翼魯環日報」では、「草案」に体裁・

内容が一致する諸文件が、現実の階級区分の解説のために断片的に引用され

ており (JL48.7.29，49.1.24)、「草案」は内部文書などの形で階級区分の指導

に使用されていたと考えられる。

(2)出身・成分規定

これらの文件では、出身家庭は出身、本人の現状は成分として区分されて

いた。革命職員、革命軍人への成分変更は、当人の社会経済的情況の変化を
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基礎に、思想行動上の I進歩」を反映するもので、あった。ただし、成分が変

更可能であっても、「草案」や 5月の革命軍人成分の変更に関する規定は、

出身は変更できないことを明示していた。中国社会は本来階層聞の流動性が

大きく、特に近代には流動性が高まっており、ある時期の経済状況をもって、

その世帯の出身を固定することは、社会経済的には不合理さを手むが、その

没落・上昇の時期が日本や国民政府の統治下であるか、中共政権成立後であ

るかの違いは、政権への忠誠心に関わる問題でもある。出身規定は、その意

味で社会経済的情況を基準としながらも、社会の流動性に留意しつつ人々の

政治的態度と社会統制の効率に着目した概念であったといえる。

49年2月、中共中九千国哉部は、多くの地方党の支部が党章の規定に違反し

て、本人の成分によらず、出身によって候補期間や入党の時期を決定してい

ると批判していたカ，70、出身規定の存在自体が、出身血統主義的発想、で人々

を統制しようとする圧力を生んでいたといえよう。社会の流動性とこれを利

用しながら人々を統制する権力側の不信感は、表裏一体のものとして存在し

ていた。革命の急速な勝利によって、政権内には旧政権の人々が大量に流入

するようになり、軍隊においても、国民党系軍の伴虜は、 48年6月末までの

2年間で 163万人に達し、その 112から 3/4が中共軍に編入されたとされる

(JL48.8.4)。翼魯諌区でも同年下半期の作虜 11，650人の内、約 34%が参

軍し、約 14%が華北軍区に送られるなどしており 71、これらの人々を統制す

るため、出身規定は重要な意味を持ったと考えられる。

これに関連して成分変更においても、没落・上昇の時期が条件として考慮

されていた。上述の諸文件は、中共政権成立以前に中農・貧農に下降して 1

年以上となる地主・富農の成分や待遇を中農・貧農に変更すること、地主・

富農に上昇した者の成分変更を 3年後とすることを規定していた。任弼時報

告は、これらを新区での原則として言及し、地主・富農の没落を国民党の圧

迫に求め、長年の労働により上昇した者の地主・富農認定を遅らせる形で、

工作基礎の弱し、地区での秩序構築を構想していた。同報告や「草案」はまた、

中共政権成立後に新式富農となった者を富裕中農として処遇すべきことを主

張していた (TH48.3.24)72。このように、成分規定もまた社会の流動性と

人々の政治的態度に関わって形成された概念で、あった。
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おわりに

内戦勝利に至るまでの政治・軍事情勢の変化と中共自身の政策方針の転変

により、中共が打倒を目指す敵や同盟者の範囲も伸縮を繰り返し、政治等級

区分もこれに従い転変した。中共の政策方針の転変は、予測困難な情勢の変

化に対応したものであるとともに、急進的な土地改革の指向性が社会との矛

盾を引き起こした結果でもあった。いずれにしても、中共の大衆路線は、下

層大衆を積極分子・党員・幹部として登用する指向を一貫して維持しており、

この指向性は、運動の度に社会に流動性を与えていた。負の等級区分では、

政治的態度の他、過去の経歴や親族関係、生活情況なども捉えて恋意的なレ

ッテル貼りが横行し、没落の可変性が常時人々に示されていた。このような

情況の下、政治等級区分には、内戦期を一貫して、厳格な区分の中に一定の

流動性を許容することで、人々に忠誠を迫る特徴が維持されていた。

以上のような政治等級区分と動員手法は、革命後の中国に継承されていっ

た。日常生活の政治化と度重なる政治運動の中で、「黒五類」の人々は、更な

る迫害の危険と僅かな上昇の可能性を前lこ、政治に対する従順ないし積極的

な姿勢を示す必要に迫られ、権力は大衆の中から積極分子を登用・抜擢し続

け、党員資格も一貫して拡大された。幹部は昇進の機会と先脚の危険の狭間

におかれ、人々は恋意的な政治等級区分の流動性に翻弄されつつ大衆動員に

参加していった。

本来的に弱し、村落の保護機能が、内戦の混乱で更に低減するに伴い、任意

の組織に保護を求める民衆の行動は過激なものとなった。郷約の形態を踏襲

する不安定な規範の確認が盟誓の形で行われ、大参党運動の盛り上がりや各

種会門勢力の勃興を支えていた。一方で中共は十数年来の闘争を経て、社会

を動員する党系邸哉を区から村へと浸透させつつあり、自治能力の弱し、村落を

代替して民衆を動員し、社会を変革する力を持つに至っていた。
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68中共中央「関於 1933年両個文件的決定J(1948年5月25日)，向上 165

~182 頁。

69註 650 r毛沢東文集』第5巻 (1996年)， 62頁の註。
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70中央組織部「関於入党成分的解釈与規定J(1949年 2月 22日)r中国共

産党組織史資料』第8巻，文献選編(上)，中共党史出版牝 2000年， 719 

~720 頁。

71葉魯諌区党委・軍区政治部敵工作部 11948年度処伴工作総結報告J(1949 

年 1月 24日)r選編113下， 392頁。

72註 65，197頁。

(tmaruta@hiroshima-u.ac担)
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